
様 式 第 １ 号

記 入 例 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 等 支 給 認 定 申 請 書 兼 入 所 （ 園 ） 申 込 書
令 和 ７ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

保 護 者 氏 名 ○ ○ ○ ○
日 高 川 町 長 殿

次 の と お り 、 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 に 係 る 支 給 認 定 を 申 請 し 、 入 所 （ 園 ） の 申 込 を し ま す 。

(ふ り が な ) 障 害 者 手 帳申 請 に
生 年 月 日 性 別係 る

氏 名 の 有 無小 学 校
就 学 前 の
子 ど も

○ ○ □ □
○ ○年 ○ ○月 ○ ○日 生 男 ・ 女 有 ・ 無

個 人 番 号 1 2 3 × × × × × × × × ×

保 護 者 （ 住 所 ） 日 高 郡 日 高 川 町 大 字 ○ ○ □ □ 番 地 △ △ 号
住 所 ・
連 絡 先 （ 連 絡 先 ） 0738 -2 2 - ○ ○ ○ ○ ・ ０ ９ ０ － ○○ ○ ○ － ○ ○ ○○（ 母 ）

認定者番号 ※ 既 に 支 給 認 定 を 受 け て い る 場 合 に 記 入 し て 下 さ い 。

保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 等 の 理 由 に よ り 、 保 育 所 等 に お い て
保 育 の

有 ：
保 育 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 （ 幼 稚 園 等 と 併 願 の 場 合 を 含 む ）

希 望 の
有 無（ ※ ）

無 ： 幼 稚 園 等 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 （ 保 育 所 等 と 併 願 の 場 合 を 除 く ）

（ ※ ）・「 保 育 所 等 」 と は 、 保 育 所 、 認 定 こ ど も 園 （ 保 育 部 分 ）、 小 規 模 保 育 、 家 庭 的 保 育 、 居 宅 訪 問 型 保 育 、
事 業 所 内 保 育 を い い ま す 。（ 以 下 同 じ ）

・「 幼 稚 園 等 」 と は 、 幼 稚 園 、 認 定 こ ど も 園 （ 教 育 部 分 ） を い い ま す 。
・「 有 」 を ○ で 囲 ん だ 場 合 は ① ～ ④ に 、「 無 」 を ○ で 囲 ん だ 場 合 は ① 、 ② 及 び ④ に 必 要 事 項 を 記 入 し て 下 さ い 。

① 世 帯 の 状 況 （ 本 人 以 外 ）

区 氏 名 児 童 と 職 業 前(当)年度分
生 年 月 日 性 別 又 は 市 町 村 民 税 備 考

分 （ 個 人 番 号 ） の 続 柄 学 校 名 等 課 税 の 有 無

○ ○ ○ ○
父 Ｓ ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 男 ・ 女 会 社 員 有 ・ 無

( 23 4 × × × × × ×× × × )
児

○ ○ △ △
母 Ｓ ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 男 ・ 女 パ ー ト 有 ・ 無

童 ( 34 5 × × × × × ×× × × )

○ ○ ○ △ ○ ○
の 姉 Ｈ ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 男 ・ 女 小 学 校 有 ・ 無

( 45 6 × × × × × ×× × × )

世 ○ ○ ○ □
祖 父 Ｓ ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 男 ・ 女 無 職 有 ・ 無

( 56 7 × × × × × ×× × × )
帯

○ ○ △ □
祖 母 Ｓ ○ 年 ○ 月 ○ 日 生 男 ・ 女 無 職 有 ・ 無

員 ( 67 8 × × × × × ×× × × )

年 月 日 生 男 ・ 女 有 ・ 無
( )

生活保護の適用の有無 適 用 な し ・ 適 用 有 り （ 年 月 日 保 護 開 始 ）

② 利 用 を 希 望 す る 期 間 、 希 望 す る 施 設 （ 事 業 者 ） 名

利 用 を 希 望 す る 期 間 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で

施 設 （ 事 業 者 ） 名 ・ 希 望 理 由 事 業 所 番 号

利 用 を 希 望 す る 第 １ 希 望 か わ べ 保 育 所 (希 望 理 由 )距 離 が 近 い た め

施 設 （ 事 業 者 ） 名 第 ２ 希 望 な か つ 保 育 所 (希 望 理 由 )勤 務 地 に 近 い た め

第 ３ 希 望 み や ま 保 育 園 (希 望 理 由 )延 長 保 育 が あ る た め

○ 「 記 入 上 の 注 意 」 を よ く 読 ん で か ら 記 入 し て 下 さ い 。
○ 字 は 楷 書 で は っ き り と ボ ー ル ペ ン （ 消 え る ボ ー ル ペ ン は 除 く ） で 書 い て 下 さ い 。



③ 保 育 の 利 用 を 必 要 と す る 理 由 等
※ 保 護 者 の 労 働 又 は 疾 病 等 の 理 由 に よ り 保 育 所 等 に お い て 保 育 の 利 用 を 希 望 す る 場 合 に 記 入 し
て 下 さ い 。

続 柄 必 要 と す る 理 由 備 考

就 労 □ 妊 娠 ・ 出 産 □ 疾 病 ・ 障 害 □ 介 護 等 □ 就 学
父 □ 災 害 復 旧 □ 求 職 活 動 □ そ の 他（ ）

保 育 の 利 用 （ 具 体 的 な 状 況（ 勤 務 先 、就 労 時 間 ・ 日 数 等 や 疾 病 の 状 況 な ど ））
母 父 ○ ○ 会 社 勤 務 月 ２ ０ 日 以 上 8:30～ 18:0 0

を 必 要 と す 母 □ □ 会 社 パ ー ト 月 １ ５ 日 以 上 9:00～ 17: 0 0

□ 就 労 □ 妊 娠 ・ 出 産 疾 病 ・ 障 害 □ 介 護 等 □ 就 学
る 理 由 祖 父 □ 災 害 復 旧 □ 求 職 活 動 □ そ の 他（ ）

（ 具 体 的 な 状 況（ 勤 務 先 、就 労 時 間 ・ 日 数 等 や 疾 病 の 状 況 な ど ））
祖 母

祖 父 母 と も 高 齢 で あ り 足 腰 が 弱 く 保 育 が で き な い 。

家 庭 の 状 況 □ ひ と り 親 家 庭 左 記 以 外

希 望 す る 利 用 曜 日 利 用 時 間

利 用 時 間 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ま で ８ 時 か ら １ ８ 時 ま で

④ 税 情 報 等 の 提 供 に 当 た っ て の 署 名 欄

市 町 村 が 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 等 の 支 給 認 定 に 必 要 な 市 町 村 民 税 の 情 報 （ 同
一 世 帯 者 を 含 む ） 及 び 世 帯 情 報 を 閲 覧 す る こ と 。 ま た 、 そ の 情 報 に 基 づ き 決 定 し た 利 用 者
負 担 額 に つ い て 、 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 等 に 対 し て 提 示 す る こ と に 同 意 し ま す 。

保 護 者 氏 名 ○ ○ ○ ○

市 町 村 記 載 欄

受 付 年 月 日 令 和 年 月 日

認 定 の 可 否 認 定 者 番 号 認 定 区 分 等

可 ・ 否 □ １ 号 □ ２ 号 □ ３ 号
（ 否 と す る 理 由 ）

令 和 年 月 日 認 定 （ □ 標 □ 短 ）

支 給 （ 入 所 ） の 可 否 支 給 （ 利 用 ） 期 間

可 ・ 否 自 令 和 年 月 日
（ 否 と す る 理 由 ）

〔 □ 施 設 型 □ 地 域 型 □ 特 例 施 設 型 □ 特 例 地 域 型 〕 至 令 和 年 月 日

入 所 施 設 （ 事 業 者 ） 名

備 考

施 設 記 載 欄 （ 施 設 （ 事 業 者 ） を 経 由 し て 市 町 村 に 提 出 す る 場 合 ）

受 付 年 月 日 令 和 年 月 日

施 設 （ 事 業 者 ） 名 （ 事 業 所 番 号 ： ）

担 当 者 氏 名 （ 担 当 者 ）
連 絡 先 （ 連 絡 先 ）

入 所 契 約 （ 内 定 ） の 有 無 有 （ 契 約 ・ 内 定 （ 令 和 年 月 日 契 約 （ 内 定 ））） ・ 無

備 考



記 入 上 の 注 意

こ の 支 給 認 定 申 請 書 兼 入 所 （ 園 ） 申 込 書 は 、 保 護 者 が 次 の 点 に 注 意 し 記 入 の う え 市 町 村 役 場
に 提 出 し て 下 さ い 。 な お 、 そ の 家 庭 か ら ２ 人 以 上 の 児 童 が 同 時 に 申 請 を 行 う 場 合 は 、 そ れ ぞ れ
の 児 童 ご と に １ 枚 の 用 紙 を 用 い て 下 さ い 。

（ 表 面 ）
１ 「 申 請 児 童 」 の 欄 は 「 氏 名 」 に ふ り が な を 付 し 、「 性 別 」 の 欄 は 該 当 す る も の を ○ で 囲 ん で 下 さ い 。
２ 「 障 害 者 手 帳 の 有 無 」 の 欄 は 、 申 請 児 童 に 係 る 障 害 者 手 帳 （ 身 体 障 害 者 手 帳 、 療 育 手 帳 、 精 神 障 害 者 保 健 福 祉
手 帳 等 ） の 有 無 に つ い て 、 該 当 す る も の を ○ で 囲 ん で 下 さ い 。

３ 「 保 護 者 住 所 ・ 連 絡 先 」 欄 の （ 連 絡 先 ） に つ い て は 、 連 絡 先 が 複 数 あ る 場 合 は 連 絡 の つ き や す い 順 に 全 て 記 入
し て 下 さ い 。

４ 「 認 定 者 番 号 」 の 欄 は 、 申 請 児 童 が 既 に 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付 費 の 支 給 認 定 を 受 け て い る 場 合 は 、 当

該 申 請 児 童 に 係 る 認 定 者 番 号 を 記 入 し て 下 さ い 。
５ ①「 世 帯 の 状 況 」欄 は 、申 請 児 童 本 人 以 外 の 申 請 児 童 の 両 親（ 同 居 ・ 別 居 の 別 を「 備 考 」に 記 入 し て 下 さ い 。）
及 び 同 居 し て い る 親 族 等 の 全 員 に つ い て 記 入 す る と と も に 、「 性 別 」 及 び 「 前 （ 当 ） 年 度 分 市 町 村 民 税 課 税 の 有
無 」 欄 は 該 当 す る も の を ○ で 囲 ん で 下 さ い 。 ま た 、 世 帯 員 の 中 で 申 請 児 童 の 他 に 施 設 型 給 付 費 ・ 地 域 型 保 育 給 付
費 の 支 給 認 定 を 受 け て い る 児 童 が い る 場 合 は 、 当 該 児 童 に 係 る 「 認 定 者 番 号 」 を 「 備 考 」 に 記 入 し て 下 さ い 。

な お 、 利 用 料 の 決 定 の た め に 必 要 な 書 類 を あ わ せ て 添 付 し て 下 さ い 。
６ ② 「 利 用 を 希 望 す る 期 間 」 の 欄 は 、 小 学 校 就 学 始 期 に 達 す る ま で の う ち 、 施 設 （ 事 業 者 ） の 利 用 を 希 望 す る 期
間 を 記 入 し て 下 さ い 。（「 保 育 の 希 望 の 有 無 」 の 欄 で 「 有 」 を ○ で 囲 ん だ 場 合 は 、 保 育 の 実 施 が 必 要 な 理 由 に 該
当 す る と 見 込 ま れ る 範 囲 内 で 記 入 し て 下 さ い 。）

７ ② 「 利 用 を 希 望 す る 施 設 （ 事 業 者 ） 名 」 の 欄 は 、 希 望 す る 順 位 に 従 い 施 設 （ 事 業 者 ） 名 を 記 入 し 、 ま た 、 そ の

施 設 （ 事 業 者 ） を 希 望 す る 理 由 （ 例 え ば 、 既 に 兄 弟 が 利 用 し て い る た め 、 延 長 保 育 （ 預 か り 保 育 ） を 実 施 し て い
る た め 、 距 離 が 近 い た め 等 ） を 記 入 し て 下 さ い 。

（ 裏 面 ）
※ 裏 面 の ③ 「 保 育 の 利 用 を 必 要 と す る 理 由 等 」 の 欄 は 、 表 面 の 「 保 育 の 希 望 の 有 無 」 の 欄 で 「 有 」 を ○ で 囲 ん だ

場 合 に 記 入 し て 下 さ い 。（「 無 」 を ○ で 囲 ん だ 場 合 は 記 入 の 必 要 は あ り ま せ ん 。）
８ 保 育 の 認 定 基 準 は 、 次 の 表 に 掲 げ る よ う な 場 合 で す 。

保 育 の 認 定 基 準
保 育 の 必 要 性 の 認 定 を 受 け る 場 合 は 、両 親 い ず れ も（ 両 親 と 別 居 し て い る 場 合 に は 児 童 の 面 倒 を 見 て い る 者 ）

が 次 の い ず れ か の 事 情 に あ る 場 合 で す 。

（ １ ） 就 労 等 （ 家 庭 外 労 働 ） 児 童 の 保 護 者 が 家 庭 の 外 で 仕 事 を す る こ と が 普 通 な の で 、 そ の 児 童 の 保 育 が で
き な い 場 合

（ 家 庭 内 労 働 ） 児 童 の 保 護 者 が 家 庭 で 仕 事 を は な れ て 日 常 の 家 事 以 外 の 仕 事 を す る こ と が 普 通
な の で 、 そ の 児 童 が 保 育 で き な い 場 合

（ ２ ） 妊 娠 ・ 出 産 児 童 の 保 護 者 が 出 産 の 前 後 の た め 、 そ の 児 童 の 保 育 が で き な い 場 合

（ ３ ） 疾 病 ・ 障 害 児 童 の 保 護 者 が 病 気 、 負 傷 、 心 身 に 障 害 が あ っ た り す る の で 、 そ の 児 童 の 保 育 が で き な
い 場 合

（ ４ ） 介 護 等 児 童 の 家 庭 に 介 護 が 必 要 な 高 齢 者 や 長 期 に わ た る 病 人 、 心 身 に 障 害 の あ る 人 、 小 児 慢 性 疾
患 に 伴 う 看 護 が 必 要 な 兄 弟 姉 妹 が お り 、 保 護 者 が い つ も そ の 同 居 又 は 長 期 入 院 ・ 入 所 し て い
る 親 族 の 介 護 ・ 看 護 に あ た っ て い る た め 、 そ の 児 童 が 保 育 で き な い 場 合

（ ５ ） 災 害 復 旧 火 災 や 、 風 水 害 や 、 地 震 な ど の 不 幸 が あ り 、 そ の 家 庭 を 失 っ た り 、 破 損 し た た め 、 そ の 復
旧 の 間 、 児 童 の 保 育 が で き な い 場 合

（ ６ ） 求 職 活 動 児 童 の 親 が 求 職 活 動 （ 起 業 準 備 を 含 む ） を 行 っ て い る た め 、 そ の 児 童 の 保 育 が で き な い 場
合

（ ７ ） 就 学 児 童 の 親 が 就 学 （ 職 業 訓 練 校 等 に お け る 職 業 訓 練 を 含 む ） の た め 、 そ の 児 童 の 保 育 が で き な い
場 合

９ ③ 「 保 育 の 利 用 を 必 要 と す る 理 由 」 の 欄 は 、 表 面 の ① 「 世 帯 の 状 況 」 の 欄 に 記 入 し た 児 童 の 世 帯 員 の う ち 、 両
親 及 び 同 居 し て い る 親 族 等 ご と に 、 児 童 を 保 育 で き な い 理 由 を ８ の 表 （ １ ） ～ （ ７ ） の い ず れ か に 該 当 す る か を
判 断 し て 、 該 当 す る 全 て の □ に チ ェ ッ ク し 、 か つ 、 そ の 具 体 的 な 状 況 に つ い て 、 同 欄 に 記 入 し て 下 さ い 。 な お 、
（ １ ） ～ （ ７ ） の 場 合 以 外 で 児 童 を 保 育 で き な い 理 由 が あ る 場 合 （ 就 学 や 親 の い な い 家 庭 な ど ） は 「 そ の 他 」 に

チ ェ ッ ク し 、 内 容 を （ ） 内 に 記 入 し て 下 さ い 。 ま た 、「 続 柄 」 の 欄 に つ い て 、 同 一 の 「 続 柄 」 に 属 す る も の が
複 数 い る 場 合 に は 、 備 考 欄 に 氏 名 を 記 入 し て 下 さ い 。

※ 具 体 的 な 状 況 に つ い て 、 例 え ば 、（ １ ） に 該 当 す る 場 合 は 勤 務 先 ・ 就 労 時 間 ・ 就 労 日 数 、（ ２ ） で は 出 産 （ 予
定 ） 日 や 産 後 の 母 の 状 況 等 、（ ３ ） で は 傷 病 名 や 治 療 見 込 期 間 、 障 害 の 程 度 等 、（ ４ ） で は 介 護 し て い る 高 齢 者
の 介 護 度 や 看 護 し て い る 病 人 の 傷 病 名 や 治 療 見 込 期 間 等 、（ ５ ） で は 災 害 の 程 度 ・ 復 旧 見 込 期 間 等 、（ ６ ） で は

求 職 活 動 状 況 等 、（ ７ ） で は 就 学 先 ・ 就 学 期 間 ・ 就 学 日 数 等 、（ ８ ） で は そ の 他 欄 に 記 載 し た 内 容 の 具 体 的 な 状
況 を 記 入 し て 下 さ い 。

10 ③ 「 家 庭 の 状 況 」 の 欄 は 、 該 当 す る □ に チ ェ ッ ク し て 下 さ い 。
11 ④ 「 税 情 報 等 の 提 供 に 当 た っ て の 署 名 欄 」 は 、 署 名 欄 の 記 載 の 内 容 を 確 認 の う え 、 署 名 し て 下 さ い 。

（ 留 意 事 項 ）

支 給 認 定 （ 保 育 の 必 要 性 の 認 定 ） 及 び 施 設 （ 事 業 者 ） へ の 入 所 に つ い て は 、
・ 保 育 の 実 施 基 準 に 該 当 し な い た め 、 希 望 す る 認 定 が 受 け ら れ な い 場 合
・ 希 望 者 が 多 数 い る た め 希 望 す る 施 設 に 入 所 で き な い 場 合
・ 保 育 の 実 施 基 準 の 該 当 事 由 に よ り 利 用 期 間 の 希 望 に 添 え な い 場 合
が あ り ま す か ら 、 あ ら か じ め ご 承 知 下 さ い 。


